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☆特許及び商標分野の韓国大法院判決の
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Ⅰ．はじめに
　本稿は、2011年下半期から2017年上半期にあった
大法院判例の回顧を通じて、知的財産権分野の流れ
と変化を検討するためのものである。
　社会があるところに法がある、「Ubi​socitas、ibi​
ius」という法言をあえて引用しなくとも、人間活動

の表象といえる社会現象は、法制度とその運営に大
きな影響を及ぼす。知的財産権法は、実質的な実用
領域に関するものであって、今日の社会、文化、科
学等、様々な領域での変化が知的財産権の領域に速
く浸透しており、無形の知的財産が競争力の源泉と
なり、新たな市場と価値を生み出す知識基盤社会が
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深化しながら、優れた知的財産を確保するための競
争がますます激しくなっている。
　無体財産権とも呼ばれる知的財産権は、その権利
の内容を文章として表現すると明確に表現（確定）
することに限界があって、不明な面を基本的に持た
ざるをえない。したがって、司法部の最高・最終判
断機関である大法院の知的財産権法を対象とする法
の解釈は、国民の財産権だけでなく、国境を往来す
る様々な国内外の権利主体の利害関係に大きな影響
を及ぼす。
　2011年は、知的財産の価値が最大限発揮されるよ
う、国の発展と国民の生活の質の向上を図るため
の知的財産基本法１が施行された頃であり、この法
律分野への関心が高まっているときであった。上記
期間では、それまで以上に活発に知的財産権分野の
様々な争点が大法院で検討されており、これにより、
全員合議体判決等が活発に言い渡された。
　特に、特許法に関する全員合議体判決は、それ以
前と明確に区​​別される。この期間の全員合議体判決
は、量的にそれ以前と差別化されているだけでなく２、
その内容の面でも韓国の解釈に基づく特許制度が今
やっと開始されたと評価できる程度であると思う。
　医薬の投与用法と投与用量が発明の構成となり得
るのかに対する全員合議体判決は、多数意見のほか、
別個意見と補足意見まで説示することにより、その
論議をより深め３、権利範囲の解釈については、行
政府である特許審判院の権利範囲確認審判の判断範
囲と、権利の存続を前提とした民事・刑事事件で法
院の権利欠缺に対する判断範囲等についても積極的
に最高法院としての基準を定立した４。それ以外に
も、著作権分野、意匠分野、商標分野、不正競争防
止及び営業秘密保護分野等でも意味のある多くの判
決が言い渡された。
　判決の流れと変化を検討するためには、下級審判
決に対する検討と知的財産権分野以外の判決も考慮
することが好ましいが、大法院判決が下級審に対す
る強い拘束力を持つ最高法院の判決という点、重要
な争点がこの期間に深く取り扱われたという点等と
共に、判決が言い渡された後の学界の関心と論議の
経過を考慮して、以下では、この期間に言い渡され
た全員合議体判決を中心として述べており、意味の
ある判決を追加した。

　この期間の判決が扱った数多くの争点の中で、本
稿でまとめたものはごく一部であるといえ、本稿で
言及していない多くの判決や争点も大法院の深い苦
悩の末の産物であり、その一つ一つが掘り下げて考
察するに値する。

●本稿は、パク・テイル部長判事およびイ・スンフ
ン弁理士のご協力によって著すことができた。お
二人に感謝致します。

Ⅱ．特許法の分野
１．保護の対象：発明の構成

イ．医薬用途の発明

（大法院2015年５月21日言渡2014Hu768全員

合議体判決）

産業財産権の最も代表的な実体法でかつ手続法
である特許法は、通常、知的財産法の憲法と呼ば
れるほど、著作権法と共に知的財産権の分野で非
常に重要な位置を占めている。産業構造と科学技
術の多様化と高度性により特許法が考慮する要素
も様々な局面で展開されている。そのうち、第一
に考慮されるものは、特許法の保護対象に関する
ものである。すなわち、特許法上の発明をどのよ
うに把握するのかに関する論議である。各国の特
許法とその法に基づく特許権は、国ごとに独立し
て存在して地域的制限を有し、特許の対象をどの
範囲まで認めるのかという問題は、各国の産業の
発達程度と経済、社会及び文化等、諸事情を考慮
して政策的に決定されるものである。
ちなみに、大法院2014年５月16日言渡2012Hu​
3664判決等は、医薬用途が発明の構成要素である
ことを明示したものであり、大法院2015年５月21
日言渡2014Hu768全員合議体判決は、「医薬用途発
明の投与用法と投与用量」が発明の構成になり得
るのかに関する全員合議体判決であって、多数意
見だけでなく、別個意見と補足意見により、その
苦悩の深さを示した。また、上記全員合議体判決
を通じて、医薬用途が発明の構成になり得る理由
を具体的に述べている。
用途発明とは、特定の物質に存在する特定の性
質のみを用いて成立する発明を意味し、厳密な意
味から創作ではなく、発見に過ぎないが、その物


